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兵庫高教組女性部は 3 年ごとに、労働実態や健康・妊娠出産に関する独自のアンケートを実施

し、諸制度の新設・拡充を進めてきました。今回は対象を、女性だけでなくすべての教職員に広げ

て調査しました。子育てや男女平等、妊娠・出産はすべての教職員に関係することだからです。 

このアンケートは、全労連が全国で様々な職場で働く女性労働者対象に実施しているアンケート

をベースにして、Google Formsも利用して作成しました。 

今回も多くの方々にご協力いただき、ありがとうございました。254名の方の声を集めることが

できました。（神戸市高で 128名 神戸市高以外の兵庫県下 11支部で 126名） 

2024年 11月の女性部対県交渉ではこのアンケートを用いて、職場の実態や切実な要求などの資

料を作成して、発言をしていきます。今後もこの結果を大切に活用します。 

「生徒も家庭も大切にしながら、生き生き働き続けられる職場を」 

をめざし、共に学び、本音で語り合い進みましょう。 

 

兵庫県高等学校教職員組合女性部  2024 年 11 月 

650-0012 神戸市中央区北長狭通５－２－１０ TEL 078 -341-6745 

 
 

2024年度 兵庫高教組女性部（2024年6~8月実施）抜粋  

 

切実な声がたくさん！ 今回は男性も含む、すべての教職員対象に実施！ 
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2024 労働実態アンケート  Ａ 全体編  
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1 校種 （県立・市立別）
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高等学校

121

特別支援学
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1 校種

教諭 90

教諭 97

養護教諭 3

養護教諭 6

実習教員 4

実習教員 4

校務員・事務員・実習員 3

常勤講師 5

常勤講師 16

介助員 17 主幹教諭 3

主幹教諭 1

管理職 1
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7 年齢（県立・市立別）

県立 市立

20～24才 7
25～29才

16

30～34才

25

35～39才

32

40～44才

33
45～49才

28

50～54才

32

55～59才

46

60～64才

28

65才以上 2

7 年齢

正規 190

再任用 25

臨時的任用

26

非常勤職員

10

6 雇用形態

兵庫高教組

組合員 173

他の労組組

合員 3

組合に入っ

ていない

75

5 組合加入

女 183

男 66

回答しな

い 3

8 性別

87

96

37

29

1

2
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県立
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8 性別（県立・市立別）

女 男 回答しない
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15分程度 27

30分程度 107

45分程度 18

60分程度 68

75分程度 7

90分程度 12

105分程度 1

120分以上 2

9 片道の通勤時間
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16

29
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22
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10～20時間未満

20～30時間未満

30～40時間未満

40～50時間未満

50時間以上

11 最近の１ヶ月の持ち帰り仕事時間

県立 市立

28

23
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12

25

34

30

10

12

5

3

1
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残業なし

10時間未満

10～20時間未満

20～30時間未満

30～40時間未満

40～50時間未満

50～60時間未満

60～80時間未満

80～100時間未満

100時間以上

10 最近の1ヶ月の残業時間

県立 市立
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25

41

17

26

3

86

49

32

23

11

0 50 100 150 200

要員・人手不足だから

管理職の命令・部主任の依頼だから

自らの責任で期日までにせねばならない仕事だから

後日、自分でやらざるを得ないから

仲間に迷惑がかかると思うから

生徒などに迷惑がかかると思うから

その他

12 残業をする主な理由

県立 市立

そもそも業務量が多い仕事ため

勤務時間内に消化できない仕事量だから

保育の準備のため

生徒指導対応

部活動

勤務時間外に部活動があるから

緊急の打ち合わせや保護者対応のため

生徒対応で時間がないから

新しい指導要領で評価するものが増えたから

手を抜かず、人の仕事の分も含めてすること

がBESTだと思うから

取れる

91

少し取り

にくい

110

取りたく

てもほと

んど取れ

ない 42

その他 8

13 年休は？

48

53

24

1

43

57

18

7
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取れる

少し取りにくい

取りたくてもほとんど取れない

その他

13 年休は？（県立・市立別）

県立 市立

夏季休業中は取りやすい

実習があれば取れない

０日 8
１～２日

7

３～５日

30
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日 74

11～15

日 61

16～20

日 54

21～30

日 7

14 昨年度の取得年休
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40

31
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34
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35

1
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０日

１～２日

３～５日

６～10日

11～15日

16～20日

21～30日

14 昨年度の取得年休（県立・市立別）

県立 市立
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12

1

2

2

17

0

9

8

0

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

介護休暇を取った

短期介護休暇を取った

看護欠勤を取った

介護時間を取った

特別欠勤(年10日、時間単位も可)を取った

年休を取った

欠勤した（無給）

他の家族が介護にあたった

ヘルパー・介護保険制度を利用した

介護が可能な勤務形態・職種に変えた

その他

17 介護・看護休暇が必要になった時の対応

（複数回答）

計

必要になったが取

っていない

できるだけ定時に

退勤し、その後介

護に行く

はい 24

いいえ

225

16 過去3年以内に２週間

以上の介護・看護が必要に

なりましたか？

10

115

14

110

0 50 100 150 200 250

はい

いいえ

16 ２週間以上の介護・看護が必要

になりましたか？ （県立・市立別）

県立 市立

44

51

40

20

3

2

13

20

53

37

54

14

3

2

12

5

0 20 40 60 80 100 120

自分や家族の病気や急な用事のために残しておくから

要員不足のため

生徒などに迷惑がかかると思うから

職場の雰囲気で取りにくいと思うから

休むと評価が下がるような気がするから

休んでもすることがないから

特に理由はない

その他

15 年休を取らなかった（取れなかった）理由

県立 市立

業務量が多い

取るタイミングがない

仕事を優先するから

新規採用のため

仕事が終わらないから

授業の進度を合わせるため休めない
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0 10 20 30 40 50 60

期間の延長

取得要件（２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とす…

取得できる回数を増やす

所得保障の増額

一時金の支給

代替要員の配置

申請手続きの改善

臨時的任用者も使える制度にする

勤勉手当減額の制度をなくす

その他

19 介護休暇・看護欠勤を取りやすくするための要求

（複数回答）

取得要件（2週間以上の常時介護の必要）の緩和

0 1 2 3

制度対象外のため、この制度は使えなかった

期間・回数等の条件が悪く取らなかった

無給、手当の減額、介護休業手当金が少ないなど、経済的…

手続きが面倒で取らなかった

人員不足や職場の状況から取らなかった

申請したが認められなかった

自分以外の介護者がいて必要なかった

制度があるのを知らなかった

その他

18 介護休暇・看護欠勤等を取らなかった理由（複数回答）

経済理由 

休んでも回るように余裕のある教員

数にする 

臨時教員は賃金カットを受けるので、

年休や介護休暇をふやしてほしい 

勤勉手当減額

の制度改悪に

怒りの声が！ 

ハラスメント

を受けた 42

ハラスメント

はない 150

わからない 30

20 職場でハラスメント（セクハラ・パワ

ハラなど）は？

19％の人がハラスメ

ントを受けた・あった

と回答！ 
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12

0

1

0

27

25

13

14

7

3

4

1

14

0 5 10 15 20 25 30

言葉でセクハラを受けた

卑猥な話・ポスターなど不快な職場環境があった

体を触られる等があった

性的な関係を迫られた

適切でないタイミングや場所（同僚や生徒や、大勢の人の…

適切でない表現（人格否定、差別的発言、怒鳴るなどで指…

暴力や無視等の対応を受けた

職務外の仕事、または過重な仕事を押し付けられた

意図的に仕事を外された

年休や生理休暇等正当な権利行使が認められなかった

私生活について非難や、不当な干渉があった

解雇をせまる、任用を継続しない等の言動があった

その他

20 ハラスメントの内容（複数回答）

適切でない表現で指示、指導を受けた

適切でないタイミングや場所で指導を受けた

解雇を迫る、任用を継続しない等の言動があった

9

45

25

29

8

2

1

0

14

1

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

相手に抗議・拒絶した

同僚・友人に相談した

管理職に相談した

家族に相談した

労働組合に相談した

職場の相談窓口に訴えた

公的な相談窓口に訴えた

裁判に訴えた

誰にも言わずに耐えた

誰にも言わず職場を異動・転勤・退職した

その他

21 ハラスメントの対処方法（複数回答）

21

32

7

4

7

0 5 10 15 20 25 30 35

解決した

解決しなかった

不利益な扱いを受けた

対応中

その他

22 前問の対処方法で解決しましたか？

適切でないタイミングや場所で指示、指導を受けた 

休暇取得で嫌な顔をされた 

年休や生理休暇が認められな

い 

些細なミスに舌打ち、ため息 

承諾していない部活動顧問を

勝手に発表された 

机の引出しや扉を力いっぱい

開け閉めされた 

管理職からだったので同僚に話すのみで耐えた 

人事へ相談した 

解決せず体調不良になり休養した 

主治医助言のもと、異動希望を出したが例外

は認められず休職を余儀なくされた 

ほんの一部解決した 
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30

86

58

75

37

8

0 20 40 60 80 100

特に心配はない

相談窓口の連絡先がわからないこと

プライバシーが守られないこと

意に沿わない異動など、不利益な事態になること

相談しても軽く扱われ、満足な解決にならないこと

行為者がますますエスカレートしそうなこと

その他

23 ハラスメントの相談窓口について心配なこと（複数回答）

声を上げても変わらず評価が下がり、職場で孤立してしまう不安がある

根本的な解決が望めない

管理職とのつながりがあると思うと相談できない

個人を守るという安心感がない

被害者なのに加害者扱いされる

管理職からのハラスメント場合管理職に、相談できない

ハラスメントの基準が難しい

弱い立場の人間に納得できる解決がされるのか？ 民間のようなペナルティはないのでは？

不安がいっぱ

い！

被害者の人権は

守られるのか？

特に疲れは感じ

ない 6

疲れを感じる

が、次の日まで

には回復してい

る 89

疲れが翌日に残

ることが多い

86

いつも疲れて

いる 72

24 疲れと回復について

健康である

104

健康に少し不安

がある 121

健康に大変不

安がある 11

病気加療中 13

25 今の健康状態は？

6割の人が病気

加療中・健康

に不安を感じ

ています！ 

6割の人が疲れを

感じながら仕事を

しています！ 
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157

123

113

77

77

75

50

47

46

34

29

29

14

13

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

肩がこる

目が疲れる

身体がだるい

いつもねむい

腰が重い、痛い

頭痛、頭が重い

頭がすっきりしない

起床時気分がすぐれない

胃の調子が悪い

腕や膝・関節の痛み

声がかれる

眠れない

ない

発汗・のぼせ

26 最近次のような症状がありますか？

（複数回答）

52

24

20

32

33

27

17

30

34

23

25

0 10 20 30 40 50 60

心配ごとがある

自分が劣っていると思う

根気が続かない

わずかなことでもイライラする

ささいなことが気になる

何かでうさばらしをしたい

好きなことでもやる気がしない

家でも仕事のことが気にかかる

ゆううつな気分がする

出勤したくないと思う

ない

27 次のような悩みがありますか？

（複数回答 県立のみ）

ある 167
ない 68

わからない 15

28 具合が悪くても仕事を休めなかったことは？

具合が悪くても

仕事を休めない

人は 67％も！ 
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83

77

61

96

48

3

0 20 40 60 80 100 120

賃金が支払われない

雇止め等不利益な扱いの不安

仕事が多忙

人員不足で休めない職場体制

同僚への気兼ねがある

責任を持つ会議や仕事がある

生徒への気兼ねがある

その他

29 休めなかった理由（複数回答）

４時間程度ま

たは未満 15

５時間程度

71

６時間程度

116

７時間程度 37

８時間程度

5

30 平均の睡眠時間

17

20

55

63

54

37

0 20 40 60 80 100 120 140

県立

市立

31 仕事をやめたいと思うことがありますか？（県立・市立別）

いつも思っている ときどき思う 思わない

教科が一人しかいないから 

実習先の指導者と学生に迷惑がかかるから 

仕事をやめたい

と思う人は  

市立で 69％      

県立で 57％ 
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41

19

27

14

15

11

18

11

7

9

7

4

0

58

46

17

22

20

13

6

12

10

2

4

7

4

0 20 40 60 80 100 120

多忙で身体的・精神的にきつい

いつも仕事が頭から離れない

仕事に見合う賃金ではない

仕事と子育ての両立が困難

職場の人間関係が難しい

やりがいがなく展望がもてない

新技術や機器の導入で大変だ

能力以上の目標が課せられてきつい

経験や技能が生かされていない

生徒や保護者との対応がうまくいかない

仕事と介護との両立が困難

その他

雇用条件と仕事内容が違う

32 仕事をやめたいと思う理由（複数回答）

県立 市立

88

60

67

42

44

30

35

33

17

26

24

24

22

21

20

16

14

6

6

6

4

72

72

3

23

11

12

1

9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

人員増

仕事を精選して減らす

賃金の引き上げ

勤務時間外の部活動の軽減

労働時間の短縮

人間関係の改善

休業・休暇の増加

時間外労働・残業の規制

ハラスメント根絶

退職金の引き上げ

子育て支援制度の改善

臨時・非常勤職員の待遇改善

不払い残業の一掃

労働安全衛生上の環境改善

介護休業制度の改善

正職員化

教育研修制度の改善・拡充

その他

母性保護の拡充

定年延長

昇進差別是正など男女平等実現

33 職場の状況について、切実な要求は？（複数回答）

県立 市立

自分が教員に向いていないのではないかと思う 

他の可能性を検討したくなる 

役職に就いていないという肩身の狭さを感じる 

子育てへの理解がない 

将来、職場環境が変わる予定への不安 

他の仕事で割の良い仕事があるのではと考えるから 

協働性 

残業手当管理職の力不足、マネジメント能力の欠如 

無意味な研修をなくした 

賃金 UP 

部活動の廃止 

休日や勤務時間外の部活動指導の手当が 3 時間を超えても

金額が変わらないこと 

意に沿わぬ異動を無くしてほしい 

どう評価されているのか知りたい 

民間のように、管理職に対しての評価は今後できるのか 

人員増になっても、配置される人によっては仕事が余計に

増えるので、適任の人に来てほしい 

もっと教職員

を増やしてほ

しい！ 
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看護のため活用し

た 2
妊娠に起因して活用した

2

必要なかったので、活用

しなかった

62この制度を知ら

ず、活用しなかっ

た 25

勤勉手当が減額さ

れるので、活用し

なかった 17

その他 3

34「特別欠勤」を活用しましたか？

12

6

56

8

50

83

0 20 40 60 80 100 120 140

県立

市立

35 勤務の割振制度の活用について（市立・県立

別）

すべて活用している 一部分だけは活用している 活用していない

29

35

18

10

5

45

4

36

11

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80

忙しくて取れなから

帳簿上のみで実質は仕事をしているから

制度を知らないから

管理職の指導がないから

その他

36 割振制度を活用しない理由

県立 市立

システムが複雑だから 

申請や取り下げの手続きが煩雑で面倒くさい 

期限が短すぎて、夏季や冬季の休暇に充当できない 

4 週間の枠組みの最後に超過勤務があると割り振りが

取れない 

休めない忙し

い現実！ 

割り振り制度を活

用していない人は

市立で 86％  

県立で 42％も！ 
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3

2

4

8

9

3

1

8

2

0

7

0 5 10

採用

賃金

昇進・昇格

能力を正当に評価しない

補助的な仕事、過重な仕事をさせる

校内の重要な仕事につかせない

管理職・幹部職員に登用しない

妊娠・育児時に勤め続けにくい

定年まで勤め続けにくい

教育・研修を受ける機会

その他

37 職場で男女差別があると思うこと（複数回答）

30

11

9

7

8

13

2

3

5

0 5 10 15 20 25 30 35

教職員の男女の割合

管理職の男女の割合

企画委員（校務運営委員）の男女の割合

教科内での男女の割合

分掌内での男女の割合

生徒の制服が男女別であること

生徒の名簿が男女別であること

進路指導の内容が男女生徒で差があること

その他

38 男女平等に関して改善すべきと思うこと（複数回答）

身体的負担の大きい仕事が男性に振られる 

男性の育休は取りにくい 

男女関係なく能力のある人が役職に就くよ

うにすべき 

会議で男性の意見が通りやすい 

家庭責任なく思う存分に働ける環境が許さ

れている人(主に男性)のペースでは、仕事が

しにくい 

 

運動部マネージャーが女性であることを

前提とするような言動はおかしい 

子育てなどで、そもそも男女で社会的に偏

りがあるのに、同じように仕事をしろと言

われると結果女性は仕事が多くなる 

近年の多様化社会を考えた際、ジェンダー

意識が乏しい傾向がある 

ジェンダー平等に向けて、意識して

見つけて改善していくことが必要！ 

 

まだまだ職場には

ジェンダー不平等

がいっぱい！ 
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46

31

65

18

22

49

8

52

25

6

45

33

14

0 20 40 60 80 100 120

育児休業中の所得保障の増額

期間の延長

代替要員の配置の義務化

再取得の制限をなくす

職場復帰のための情報提供・教育

男性の取得の促進

その他

39 育児休業制度の改善に向けての要求（複数回答）

県立 市立

49

42

55

40

32

55

28

47

28

24

9

58

57

40

38

31

25

16

0 20 40 60 80 100 120

参観日、PTA活動などの休暇の拡充・新設

育児短時間勤務の代替要員配置の義務化

年齢制限を18歳になる年度終了までに延長する

子育て支援休暇（子どもの看護休暇）の日数増

障がいのある子の発達検査などにも適用し年齢制限をなくす

育児部分休業・育児部分休暇の勤勉手当減額の制度をなくす

育児短時間勤務制度の期間を小学３年までに延長する

特別欠勤・看護欠勤・介護休暇などの勤勉手当減額をなくす

日数制限を「２人以上は10日」を１人につき５日とする

学校での「親への引き渡し訓練」に使えるようにする

その他

40 子育てに関する制度で改善を要求したいこと（複数回答）

県立 市立

カバーする職員の賃金

アップ 

代替教員が配置されて

も、結局仕事を引き受

ける事が多く負担だ 

休暇制度は良くても他

の教員の負担を減らす

ための処置が不十分 

部分休業でも代替教員をつけてほしい 

子育て中の教職員がいる学校に、定数外

の加配措置をする 

長期で休む人以外は代替がないので、ギ

リギリの人員配置ではなく、気兼ねなく

休めるゆとりのある人員配置にする 
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43 女性部が要求する「妊娠休暇」について 

1. 私は結局年休申請や病休で対応したので賛成です 

2. 大賛成‼️ 妊娠初期の体調不良に使えるように。周りにも言いにくい時期だが、赤ちゃんの内臓形成などに

も関わる大切な時期であり、無理は禁物。 

3. 私もつわりがきつくて入院しました。妊娠休暇があればいいと思います。 

4. 本人が気兼ねなく休めるようにするためには必要かと思う。 

5. 初期のほうが安定せずに身体がしんどいので必要だと思います。 

6. 賛成です。女性が最も辛い時期に休暇を取れるようにすることが必要。 

7. つわりは人によって辛さが違うため、理解を得られないことがあったので、正当な権利として確立してほ

しい 

8. 自分のときにはそういう制度がなかったので、もう少し若い時にあれば、もう 1人産めたかもしれない。 

9. つわりは人それぞれで軽い人も短い人もおられます。でも反対に出産直前まで続く人や重い人もいると聞

きます。出産経験者が、自分と比べて、甘い！と一刀両断するのではなく、大事な命が育って生まれてく

れるように支えたいと思います。賛成です。 

10. 代替教員の配置は、休む方、現場に残る方、どちらにも安心できる制度です。職場に気をつかう事なく休

暇をとることができるように、又、休暇を取られる方を心よく応援できるようになればいいと思う。 

ある 7

ない 223

取る予定があ

る 1

41 出生サポート休暇の取得

75

88

49

16

38

26

3

86

89

53

10

26

13

7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

管理職の理解と協力

同僚の理解と協力

出生サポート休暇の制度の拡充（日数・要件など）

昇給、昇格の保証

国、自治体の助成金（年齢・回数の制限を改善する）

不妊治療についての啓蒙活動・研修

その他

42 不妊治療と仕事の両立に必要なことは？（複数回答）

県立 市立

代替教員の確保 

治療によって休むことで、負担が

増す他の職員に手当を支給する 

授業時数の軽減 

増員してほしい 
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11. 賛成です。8月出産予定の人にも負担軽減の人員をつけて欲しい 

12. つわりは人によって違うので、大変な人にとってはとても良いと思います。ただ、代替教員を探すのがと

ても難しい気はします。何日妊娠された方が休みをとるか分からない状況で、代替教員をしますと言って

くれる方が現れるのだろうかと思います。 

13. 必要である。共働きが増えている。妊娠安定期までにも体調の悪いときに休みは必要。切迫流産のおそれ

ありで入院する教員の話をよく聞く。休みやすい環境のため代替教員は必要(妊娠判明した時点で配置して

負担を減らしてほしい) 

14. 本人や同僚にとっても必要。 本人の精神的安定を保障するために、周りの同僚が安定して働く環境を整え

ることで批判がなくなる。 

15. 人によって重い軽いにかなり差があるので、重い人が気兼ねなく休める制度ができれば良いとは思うが、

代替教員を確実に配置してもらえるとわかっていないと取りにくい 

16. 代替をその期間だけ配置するのは難しい 

17. 妊娠休暇に限らず、すべての特別休暇については、安心して休暇を取れるように代替教員の配置を必須と

することを強く願いたいと思います。人不足の現状は理解していますが、代替教員を、休暇を取得する教

員も個別に探さなければならないような状況は、休暇取得する際の強いストレスです。 

18. つわり中の勤務は本当に地獄でした。ぜひ導入いただきたいですが、授業ができない問題が結局あるの

で、代替教員がいないと結局取れないと思います。 

19. 誰が代わりに仕事するの？ 他の人の仕事量が増加するため、取得できなくならないように、人員を増や

して欲しい。 

20. 制度ができても使えないと困るので 職場での周知徹底し、絶対に代替教員を配置してほしい。 

 

44 「先読み加配制度」のさらなる拡充について 

1. さらなる拡充は必要不可欠だと思います。ぜひ実現して欲しいです。 

2. 安心して妊娠出産できるので大変良いと思います。 

3. 学期ごとに使えるように 制度を拡充してほしい 

4. 分かっていることであれば人員が確保しやすいようにする制度を拡充してほしい 

5. 育児休暇などの取得はわかっているので、次に入ってくれる先生のためにも必要だと思います。 

6. 先読み加配の期間を今よりも伸ばす 

7. 8月予定の人にはつかないがやはり配慮が必要で困った 

8. 年度内、学期ごとに行われる制度にしてほしい。 

9. 年度末加配の導入が必要 

10. とても良い。すごく助かっている。 ただし、先読みの期間が終わった後の人員不足がある。 

11. 必要。 私自身、周りの暗にある圧によって、バース・コントロールをして、自分が産みたいだけの子どもの

人数を産めなかった後悔がある。 こういった状況は、数値として表れないがかなりの数があると思う。制

度を作ることで男女ともにそういった潜在的意識に気づくきっかけになって欲しいと思う。 

12. これが導入されたのは画期的です。ただ、代替教員をさがすシステムの構築が必要です。 

13. 申し送りや、授業交代がスムーズにいくように、休職する 3か月の前倒しで、次の方を雇って欲しい。 

14. 周囲に負担がかかると本人は安心して休めない。周囲も過剰な負担がかかると理解したくてもできなくなる。 

15. 職場では 10名を超える産育休の方、病休の方が毎年おられます。管理職も人探しに頑張ってくれてますが、

県が一定数キープしておくのが当たり前だと思います。各校努力ですまされていることがおかしい！ 
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45 学校との関わりで、働き続ける上で障害になること 

1. 仕事の総量を減らすこと。まず、土日の部活禁止。 

2. 部活動の強制・宿泊を伴う行事 

3. 部活動指導を教員がサービス残業で行うこと 

4. 残業や休日出勤 

5. 休めない雰囲気 

6. いつでも代わりになれる人がほしい。 

7. 人員不足 

8. ICT化による多忙化が激しくて、しかも、生徒との関わる時間が奪われている。仕事がつまらない。 

9. 部活指導があると絶対に毎日残業が確定します。子育てしながらは難しいので、子育て中は顧問業を免除し

てほしい。教科の特性から、部活指導は断れない現状があるので、このままではフルタイムの勤務に戻れな

い。(現在時短勤務中。明確に部活時間が勤務時間外になることで、現在は実質指導していないが、フルタ

イム勤務になったら、部活指導する以上、どんなに仕事を効率化しても絶対に定時退勤できなくなる) 

10. 晩婚・晩産化で子育てと介護の負担が同時にかかってくる現状、現在のように残業・休日出勤が常態化して

いれば続けられない。特に部活を教員の業務から切り離すことは急務 

11. 残業代を正しくつける。業務の平均化を徹底し定時で終わる業務内容にする(部活動、教科補習なども業務

時間内に終わるようにする)。そうしないと家庭や個人のための時間が取れない。 

12. 実質強制に近い状態でありながら、長時間労働の放置などが看過されている点。そして、それに対する無理

解やフォローがない点。 

13. 専門ではないことを教えることについて、苦痛に思えることがある。 

14. 遠距離通勤 

15. 50代になり、体力がもたなくなってきた。若い頃のように動けない 

16. 支部会の理事など学校内外の仕事が増加してくること。 

17. 病気休暇の期限を 5 年などに延長して欲しいと思います。また、部活動の顧問を選択制にして欲しいです。 

18. 最近の職場はとても人間関係の問題が多くあることは事実です。その事が退職のきっかけにもなっている場

合もあります。この辺り、組合でも考えて行く必要があると思ってます。 

19. 職場の人間関係、それに対する管理職の対応の温度差 

20. 管理職の危機意識のなさ。 

21. 以前より人員にゆとりがなくなっている。質的にも量的にも。 

22. 子供の体調不良時に取れる休暇が少なく、結局年休の消化が行われて、自身のリフレッシュのための休暇が

取れず、負担感が大きい。 

23. 臨時職員は短期間で転勤させられること。臨時職員は見下される傾向が多々ある。特に管理職から。 

24. 一緒に働く教員の理解、休む場合の代替教員の確保 

25. 育休、産休の制度が良い方に拡充されていくことは大事だとは思うが、その陰で代替教員が見つからず、授

業を他教員が余分に引き受けることになったり、代替教員が講師に置き換えられ、現有の教職員への負担が

過重なものとなっていることももっと問題視すべき。 

26. 働き方改革と言って、時間に制限がある中、教師に求められる仕事の量が多い。その分、生徒と関わる部活

動などの時間が確保しにくく、制限もあり、結果も求められてとてもしんどい 

27. 業務の多忙さに追われ、陳情してもなかなか反映されないことに諦めの方が先にたち、アクションを起こす

ことを躊躇われることが多くなりました。評価制度や勤勉手当減額制度など、ここ数年の変化は、生徒のた

めという信念が揺らぐほど勤労意欲を減退させています。 
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46 働く上で職種上・担当教科上での問題点 

1. （情報担）分掌名に教科名を用いること。 

2. （情報）の教科の代替要員が少ない・TTが他教科・ネットワーク管理者に充てられる 

3. （情報） 教科情報や情報部の負担はどうにかしてほしい。教師の仕事ではないようなことも、当たり前に

要求されます。 

4. （臨時講師、家庭科）学校に家庭科の免許を持った教員がいない。 

5. （音楽）学年に専門教科の教員を複数配置して欲しい。 

6. （養護教諭）1人配置では、部分休業を取る際に保健室を閉める時間が増えるため、複数配置ができるよう

になれば子育てしながらでも無理なく働き続けられる環境になると思う。 

7. （教諭･地歴公民科）1人あたりの授業時間数が多いと感じています。現在週 16時間ですが、事務作業や生

徒対応に追われ、教材研究をする時間がありません。毎日のように深夜に起きて仕事をしていると、仕事を

辞めたくなります。教員の労働環境改善のためには週 10～12時間程度にするなど本気の対応が必要だと思

います。学校任せにするのではなく、教育委員会主導で抜本的な改革が必要だと思います。 

8. （教諭、芸術、書道）フルタイム勤務であれば、部活は必ず書道部主顧問になる。子育て中は正直難しい。 

9. （臨時校務員）２年程で転勤させられ毎回履歴書、卒業証書など同じ物を何回も転勤先に提出させられるデ

メリット。その転勤先で道具が揃ってないことが多々ありその都度注文したり買いにいったりするリスク。 

10. （技能主任） どこからどこまでが私の仕事なのでしょうか？ （入り込んだ動物の始末など）先生方以外

の事が全て仕事に回ってきています。 

11. （国語）教科内容が大きく変更されたのに大学受験内容はあまり変わらず。そのため、大学受験対策のため

に、1、2 年生のうちにつけておくべき古典内容が授業だけでは追いつきません。オンライン課題も利用し

ますが、以前よりも生徒たちの負担が大きくなっていて、オンラインや ICTを活用した授業が、国語に関し

ては以前よりも余裕ある豊かな授業づくりに効果的かどうか、疑問視しています。タブレットを使用する国

語の学習が現状の生徒にとって適しているかどうか、国語を通じてつけさせたい学力が本当についているか

どうか、受験に対応できるかの検証が必要だと感じています。 

12. （国語）教員の不足、代替教員がいない。そもそも最初から割り当てられる時間数が多すぎる。学校図書館

司書教諭。学校に１人配置することになっているが、担任が兼任したり進路指導部長がしたりと兼任が多い。 

13. 教材研究の時間確保、教材の購入費用 

14. 実習教員がいないため、実験の準備などすべてやらなければならず、十分な実験ができない。 

15. 研修する時間がない 

16. 担任になるとどうしても生徒や保護者対応などで時間が取られてしまうことがあるため、子育てとの両立に

不安を感じる。 

17. 今の成績制度は、成績処理の仕事が増えて、ミスを生みかねない。主体性を数値化することが難しく、文部

科学省が出した理科の主体性の評価の見本みたいな物は、字数が多い方が良いというような評価の仕方にし

か見えず、あまり納得ができていません。 
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49 生理休暇を「健康管理休暇」等に名称を変更することについて 

1. 管理職が男性の場合、生理は言いづらいので名称が変わるのはいいと思います。 

2. 管理職が女性なら取りやすいが、男性の場合、とろうとは思わない。 

3. 兵庫県でもぜひとも名前を変えてほしい 

4. 名称を変更して欲しいです。ほとんどが男性の管理職に生理休暇を申請することは心理的なプレッシャーに

なっています。 

5. 生理休暇よりは健康管理休暇の方が休みを取りやすく感じます。 

6. いいと思う。ただ分かりにくくなるかなとも思う。 

7. 「生理の時にしか使えない休暇」では名前が変わっても一緒で、結局使いづらい。 

8. 生理のための休暇なので、生理の文字を入れた方が分かりやすい 

9. 今は生理について、男性の理解も得られるようになっていると思うので、隠す必要性はないのではないかと

思います。休暇を必要とする人がいるということを理解してもらうためにも、名称を変える必要はないと思

います。 

10. 生理痛はないが代わりに重度の偏頭痛があり、朝に嘔吐しながら働いている。そういった不調でも休みが取

れるようにしてほしい。 

11. 生理は女性のみだが、男性にも様々な事情があり、どちらも取れるようにするのはジェンダー平等の観点か

らよいと思う。 

取りたいが、恥ずかしさ

や気兼ねから取れない 12

取りたいが、忙

しくて休めず、

取らない 49

取りたいときに、ときどき

取っている 7

取りたいときに

毎回取っている

1

必要がなく取ら

ない 41

その他 6

47 生理休暇について

毎回使用してい

る 36

ときどき使用し

ている 37

使用していない

45

48 月経時に鎮痛剤を使用していますか？

薬で痛みを抑えな

がら仕事をしている

人が 62％！ 

52％の人が、生

理休暇を取りたい

が取れない！ 
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強く感じる 9

ときどき感じる

11

感じない 9

その他 1

50 雇い止めの不安について

（再任用・臨時的任用・非常勤職員のみ）

１／３の人が不安を感

じている！ 

多くの業務を担当して

いる再任用・臨時的任

用・非常勤職員が働き

やすい職場に！ 
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Ｂ 子育て編  【2021年 4月以降に子育て(18歳以下)を経験した人対象】 

 

 

 

14

2

5

2

13

22

9

3

0 5 10 15 20 25 30

0人

1人

2人

3人

4人以上

1 現在の子ども（社会人含む）の数

県立 市立

25

7

2

1

2

26

9

2

3

2

0 10 20 30 40 50 60

ハラスメントはなかった

言葉でいやがらせをうけた

制度利用(法定通りを含む)が認めらなかった

異動、退職勧奨をうけた

育児によって低評価された

その他

2 子育てに関するハラスメントがありましたか？

県立 市立

11

0

3

9

6

1

5

3

7

1

1

1

5

8

6

6

5

7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

取らなかった

２週間未満

２週間～１ヶ月未満

１ヶ月～３ヶ月未満

３ヶ月～６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１年～１年６ヶ月未満

１年６ヶ月～２年未満

２年～２年６ヶ月未満

２年６ヶ月～３年未満

３年

3 子の母親が育児休業を取得した期間

県立 市立

妊娠を報告したら、講師を探せばいいん

でしょと無表情で言われた 

業務によって子育てが阻害される 

時短勤務の選択の余地なしと間接的に伝

えられた 

女性の育休取得者：67人（79%） 

1年未満：11人(13%) 

1年～3年：56人(66%) 
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4

2

1

1

2

7

2

1

0

0

0

8

1

5

2

1

1

4

2

6

1

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16

(望む期間の)育児休業制度が職場になかった

家族や保育サービス等、他に育児をする人がいた

人員不足・多忙等で取りづらい職場状況

職場の理解がなく、取りづらい雰囲気だった

職場で、自分しかできない担当や仕事内容があった

今後の昇進・昇給に悪影響がありそうだと思った

休業中の所得保障が少ない（収入減になる）

休業中に一時金が出ない

代替要員が措置されず、職場に気兼ねをした

父親と連携して取ると育児休業給付が多くなる

父親と母親、ともに取ると育児休業期間が長くなる

父親と母親、ともに育児に責任を持つよう分担した

希望する時機に、保育所等に入れたい

上の子が保育所等をやめさせられるのを防ぐ

その他

4 子の母親が育児休業を取らなかった、希望通り取れなかった

理由（複数回答）

県立 市立

30

3

2

1

1

0

1

0

0

0

42

2

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

取らなかった

２週間未満

２週間～１ヶ月未満

１ヶ月～３ヶ月未満

３ヶ月～６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１年～１年６ヶ月未満

１年６ヶ月～２年未満

２年～２年６ヶ月未満

２年６ヶ月～３年未満

３年

5 子の父親が育児休業を取得した期間

県立 市立

復帰時の不安のため 

常勤講師で取れなかった 

男性の育休取得者：13人(11.5%) 

2週間未満：5人 (4.2%） 

２週間以上 1年未満：7人 (5.9%) 

1年以上：1人 (0.8%) 
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0
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0

0

0

2

0

2

14

5

6

8

1

8

2

1

0

0

2

2

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

(望む期間の)育児休業制度が職場になかった

家族や保育サービス等、他に育児をする人がいた

人員不足・多忙等で取りづらい職場状況

職場の理解がなく、取りづらい雰囲気だった

職場で、自分しかできない担当や仕事内容があった

今後の昇進・昇給に悪影響がありそうだと思った

休業中の所得保障が少ない（収入減になる）

休業中に一時金が出ない

代替要員が措置されず、職場に気兼ねをした

父親と連携して取ると育児休業給付が多くなる

父親と母親、ともに取ると育児休業期間が長くなる

父親と母親、ともに育児に責任を持つよう分担した

希望する時機に、保育所等に入れたい

上の子が保育所等をやめさせられるのを防ぐ

その他

6 子の父親が育児休業を取らなかった、希望通り取れなかった理由（複数回答）

県立 市立

72

5

1

3

1

2

1

18

1

1

1

8

17

12

7

10

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

取らなかった

２週間未満

２週間～１ヶ月未満

１ヶ月～３ヶ月未満

３ヶ月～６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１年～１年６ヶ月未満

１年６ヶ月～２年未満

２年～２年６ヶ月未満

２年６ヶ月～３年未満

３年

★比較★ 母親と父親の育児休業取得期間

父親 母親

自由業だった 

本人が取る気がなかった 

男性が育休を取ることは知られてい

なかった 

特に必要なかった 

男性の育児休業の数は増え

ているが、期間は短いまま！ 

女性の育児の負担が多い。 
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5

2

1

0

3

2

2

1

0 2 4 6 8 10

利用してよかった

賃金が減って困った

多忙で結局残業になった

昇進・昇給などに影響した

その他

9 育児短時間勤務を利用して

（県立・市立別）

県立 市立

5

18

7

4

19

17

0 10 20 30 40

制度を利用した

自分の意思で利用しなかった

利用したかったが、できな

かった

8 育児短時間勤務について

（県立・市立別）

県立 市立

制度を利

用した

9

自分の意思で

利用しなかっ

た 37

利用したかっ

たが、できな

かった 24

8 育児短時間勤務について

育児休業を取っ

たので必要なし

11

ほとんど毎日取

れた 3

２～３割取れた

1

取らなかった

12

制度を知らな

かった 10

7 育児時間は、該当する勤務日のどの位取

得できましたか？

利用して

よかった 8

賃金が

減って

困った 4

多忙で結

局残業に

なった 3

その他 1

9 育児短時間勤務を利用して

（複数回答）

兵庫県は１歳半まで９

０分「育児時間」を取

得できます！ 

育児短時間勤務を取得した人

の５０％が困ったことを感じ

ています！ 

迷惑をかけていると

いう罪悪感がある 
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8

30

4

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80

利用した

利用しなかった

11 育児部分休業（小学校就学前）の利用（県立・市立別）

県立 市立

利用した

12

利用しな

かった

70

11 育児部分休業（小学校就

学前）の利用について

5

8

7

1

8

17

2

3

13

0 5 10 15 20 25 30

休業中の所得保障がない（賃金の減額がある）から

人員不足・代替要員がいないから

昇進・昇給などに影響するように思うから

特に必要性を感じないから

その他

10 育児短時間勤務を利用しなかった理由

県立 市立

制度を知らなかった 

担任だった 

新採用のため取りづらい 

利用できる環境でなかった 

取る人がいると迷惑という声があり取りにくい 

校長にフルタイムを希望され、前の校長には制度

としてはあるが利用している人はいないと言わ

れた 

遅く来て早く帰り、仕事も減らしてもらっている

ことに気が引けるし、情報の共有が難しく仕事が

しにくそう 

人員不足で代替教員

が見つからず、取り

づらい状況！ 
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★育児部分休業（小学校就学前）を利用した人の意見 

1. とてもありがたく利用させていただいている。しかし、勤務時間は減っているが、事業数や業務量がフルタ

イムの人と変わらないため、負担に感じています。 

2. 授業数を 2〜4、減るように考慮していただけるともっと助かります。 

3. 助かったが、給与減はきつかった 

4. 手続きが煩雑だった 

5. 人員増にならないので、周りの人には申し訳なく思うが、自分の都合で 1日 2時間取れて助かる。小学校１

年生〜３年生くらいまで続けてほしい‼‼ 

6. ありがたかったが、限られた時間内で通常通りの仕事をしなければいけなかったので、時間は足りないし、

結局持ち帰って仕事をしていた。小１まで使えるとありがたかった。小１の壁は大きい。 

7. 働き方の選択ができるは良かった。 

8. ２時間取得したが、致し方ない残業になった際に、部分休業取り消しができるのが、ありがたかった。 

9. 授業のコマ数や分掌の仕事は一人前扱いされるのに給料は減るので正直割に合わないなぁと思う。早出遅出

ができないと宣言しているも同じなので、立番が回ってこないのは申し訳ない面もあるがありがたい。 

10. 特に問題はないが、年休申請の際は取り消しをしないといけないので、その分年休が減って困っている。 

11. 部分休業を解除したいときに(会議や年休、自分しかできない仕事があるとき)、管理職の考えにより解除で

きない時がある。その結果、フォローしてもらう職員との軋轢が生まれ、仕事がしづらい状況にある。また

年休も事前にことわりにいかなければ申請できないため、とりづらい。自分で服務上オンラインで申請した

い。 

★育児部分休業（小学校就学前）を利用しなかった人の意見 

1. 必要なかった 

2. 人員不足のため、利用できなかった 

3. 業務が多忙のため 

4. 周りの職員に迷惑がかかるため 

5. 取る余裕が職場で無かった 

6. 人員不足、代替要員がいないため、利用したとしても、その分、持ち帰り仕事が生じ、家庭に影響があるた

め 

7. 結局自分の肩身が狭くなる。人に迷惑をかけている感が拭えないから。 

8. 代替職員が見つからず、他の教職員に迷惑がかかるので利用しなかった 

9. 仕事量が多く、結局帰れないと思ったから 

10. 持ち帰り仕事が増える 

11. 担任だったから 

12. 臨時職員だから 

13. 新採のため取りづらい 

14. 常勤講師にはその制度があるのかどうか、わからない 

15. 給料が減額されるから 

16. 家族でやりくりできたから、知らなかった 

17. 制度を知らなかった 
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★育児部分休暇（小学１～３年）を利用した人の意見 

1. 職朝に出なかったので、情報を共有することが困難だった。 

2. 助かった 

★育児部分休暇（小学１～３年）を利用しなかった人の意見 

1. 採用前に就学したため。 

2. 担任だったから 

3. 臨時職員だから 

4. 持ち帰り仕事が増える 

5. 下の子の育児休業と重なっていたから 

6. 必要を感じなかったから 

7. 職場に迷惑をかけるから 

8. 取る余裕が自分にはなかった 

9. 管理職から、取れないと言われた。 

10. 制度の存在を知らなかった 

 

 

利用した 3

利用しなかった

35

12 育児部分休暇（小学１～３年）について

26

14

1

13

1

2

16

25

2

11

4

11

2

0 10 20 30 40 50

仕事の都合を考え父母が交代で休暇をとる

主として母親が休暇をとることが多い

主として父親が休暇をとることが多い

いずれかの親族（祖父母など）に頼む

知人やベビーシッター等を頼む

病児保育を利用する

その他

13 子どもが病気になった時の看護について （複数回答）

県立 市立

母親が仕事をしていな

かったため、子どもの

世話ができた 
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１５ 育児短時間勤務・育児部分休業・育児部分休暇の改善に向けての意見 

1. 育児部分休業を、子が小学校低学年まで延長できるようにしてほしいです。(1、2年生は、午前で終わる

日や警報で休校になることもあるため) 

2. 部分休業を、小１または小２まで取れるようになると、子の心の安定に、とても助かります 

3. 育児部分休業の取得期間を小 3から小 6まで延長してほしいです。高学年になって、学童に入らない場

合、長期休暇中、子供をみる大人がいかいため。 

4. 部分休業に関して、仕事はほとんど減らないのに対して給料の減額が大きく感じる。 

5. 部分休業でも非常勤の代替教員を雇用するなどサポートが欲しい 

6. 育休中の給与を３年間出るようにしてほしい 

7. 小学生を送り出してから通勤すると、勤務時間(8時 15分)には間に合わない。勤務場所が近くてもギリ

ギリになるので、朝の出勤時間の緩和があればと思う。 

14

19

13

15

11

6

8

10

12

7

8

12

6

7

5

4

6

6

1

30

21

23

18

22

24

18

10

7

8

6

6

4

4

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

休暇のとりやすい職場環境

通勤時間の短縮

保育や授業参観・行事参加の休暇

時間外労働の制限

両立しやすい職場への異動

子育て等に対する職場の理解

看護休暇の拡充

所定内労働時間の短縮

配偶者・家族の理解・協力

学童保育の拡充

育児休業制度の改善

休日労働の制限

病児保育の充実

保育料など育児にかかわる負担軽減

その他

保育所待機児の解消

育児時間の期間・時間の延長

公的保育の拡充

深夜労働の制限

14 仕事と家庭・子育てを両立するための切実な要求は？

（複数回答）

県立 市立

「子育て」の対象年齢を 18 歳まで引き上げ

て欲しい。今は多くのお子さんが高校へ進学

する中、入学卒業式、進路懇談、オープンス

クールのなど、まだまだ休みが必要で年休が

無くなりそう。体調不良の時も 1 人にはして

おけないことがある 

部活顧問の免除 

部活動の全員顧問制 

部活顧問の配慮 

職場全体の長時間労働をなくすこと 

仕事内容の見直し、業務改善 

学級閉鎖や警報時の預け先確保 

１人当たりの負担軽減のための人員配置 
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8. 学校に居なければならない勤務時間を短くすると良いと思います。夕方は在宅勤務をしたり、必要であれ

ば先に子供の病院に連れて行ったり、夕飯の支度をしてから在宅で勤務することもできます。 

9. １５分単位で取れるようにしてほしい 

10. 障がいを持った子どもを抱えているため、苦労することが多いので、休暇の種類を増やしてほしい 

11. 職場の理解が… と思います。どうしても、申し訳ないという思いをぬぐうことができません 

12. 時短勤務を取ること自体への理解が薄いです 

13. 対象の職員に案内を周知・配慮（担任・部活） 

14. 制度を知らないです。どうやって知るんでしょうか 

15. 柔軟な職場の人員での対応 

16. 休めない、頼めないのは、代わりの人員が確保されない状態だから" 

17. 特に子供が小さい時、生徒にも、職場にも、子供にも「ごめんなさい」と思いながら働いてきました。す

べてに中途半端だと言う思いがあったからだと思います。 

18. 現在も幼い子供を育てている先生方の状況は、父、母を問わず、変わっていない気がします。一人ひとり

にかかる仕事の量を減らすことに尽きるのではないかという気がします。 

19. 仕事量は、どの教員も、とても多いので持ち帰って仕事をすることになる。仕事量を減らしてほしい。 

20. 子育て中の先生に限らず、全教員がそのように自由に働けたら良いと思います。 

21. 子育ての支援は少しずつ良くなっていると思いますが、意見が取り上げられ実施される頃には子供は大き

くなっています。(いろいろ時間がかかるのはわかりますが…) 改善された実感が得られていません。 

22. 制度はとても充実してきていると感じ、ありがたく思っています。しかしながら、人員不足のため、クラ

ス担任をしていると、普段は休みを取りづらい状況にあり、我が子の参観や行事への参加は、ほとんどで

きていません。(休暇は取って良いと言ってもらっていますが…)余裕のある人員の配置をしてほしい。 

23. 子育て支援はもちろん、そういった職員がいる職場の他の職員(支えてくれている周りの先生方)の保障も

しっかりしていただき、誰かの負担増にならないようにしていただければ…と願います 

24. 子育て支援の拡充により、子育てをしていない人の負担が増えるのは本末転倒なので、子育てしている人

も、そうでない人も、働きたいと思える環境になってほしい 

25. 安心して取れるように代替要員をつけてほしい。今いる人たちでフォローするのは無理がある 

26. 必要性は理解していますが、その裏でフォローしている方に回っています。自分も「お母さんなのに」と

いう気持ちがあります。フォローしている人への配慮も考えて欲しいです。 

27. 来年度から時短勤務で復帰予定です。時短勤務でも担任になる可能性が高いようで、仕事の量などを考えた

ときに、職場や子供たちに迷惑をかけてしまいそうで不安です。また、午後からのパートの先生も見つかり

にくいらしく、なおさら時短で復帰できるのか…と言う不安があります。 

 

 
  

参考資料  

★全国の子育て休暇について （2024年調査） 

＊一人目が７日の府県 ：福島 埼玉 千葉 新潟 京都         

＊群馬・静岡は高校生まで。 長野・香川・岐阜は子の年齢問わず。 

＊北海道は三人以上 15日以内。      

＊和歌山は、障害のある子の場合、年齢制限撤廃。 

＊岡山は、障害のある子は高等部卒業まで。     

＊京都は、3人以上は 1人に付き 1日付与、1人親家庭 1日加算 

特別支援学校高等部在籍の子も取得可。 

    ★復帰後加配(育休者復帰後も代替教員を年度末まで加配)の実施：奈良 静岡 
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10 妊娠・出産時に役に立った勤務軽減、ほしい勤務軽減は？ 

1. 通勤時間が片道 90〜120分だったため、通勤緩和制度を活用した。これだけでずいぶん違った。 

2. 産休前１ヶ月プラス希望の１ヶ月補助教員配置 

3. 年度初めが加配教員を見つけやすいタイミングなので、その時期に加配をつけられるようにして欲しい 

4. 体育教員だけでなく、運動部を担当する女性教員にも同等の権利を適用するべきでは？ 

5. 産前休は非常に疲れやすく、クラス担任をしていると、体への負担を大きく感じました。時短勤務のよう

な制度があれば良いなぁ…と思いました。 

6. 複数担任制や、補助教員の早期補充など、人員増が勤務軽減につながると思う 

7. 妊娠がわかってからパート教員が配置され、たいへん心強かったです 

8. 何月に出産されるかにかかわらず、先読み加配があるといいと思います。春に妊娠がわかっていない先生

は加配どころか、産休・育休の代替の先生もいない状況では、現場はかなり厳しいと思います。 

 

11 妊娠・出産と仕事の関わりの実態・改善してほしいことなど 

1. 保育園はギリギリ決まったが、勤務地が遠すぎて、家族の協力なしでは大変。 

2. 切迫早産傾向で入院もしてしまったため、実質 34w〜の産休では無理でした。(34w〜入院でした。結局は

約 1ヶ月前から病級取得での自宅安静でした。) 

31wくらいから産休取得が多胎児妊娠だろうとなんだろうと必要であると思います。 

3. 妊娠中も土日も休みなく、産休に入るまで部活動をやり続け、かなり体力的、精神的に負担でした…。状況

が改善すれば良いなと思います。 

4. どうしても体を使う仕事なので、代替者がいないと動いてしまう。事務ばかりしている訳にはいかない。 

5. 仕事と家庭との両立は難しい。無理をしてしまうため、職場や子供たちのことを思うと、どうしても家庭を

犠牲にしてしまう。その結果、何回も流産を経験し、妊娠しても、ドクターストップがかかっても、仕事を

続けざるを得ないところがあった。すべて自分の意思ではあったが…・妊娠中は、体がしんどくても休みづ

らく(クラス担任、行事など)、仕事の合間に横になりたいと思うこともよくありました。状況に応じて、気

軽に、そうした休憩を取ったり、短時間で帰れたりできれば良いと思います。妊産婦に限らず、誰もがそう

できるように… 

6. 出産後の書類手続きが大変だったので、一括してできるシステムがあればいいなと思いました 

7. 妊娠・出産に伴い、休暇を取得する権利はもちろん保障されるべきである。それに加えて、休暇取得によっ

て現場の他の教員に大きく負担がかからないように、人員増の確保も保証していってほしい。 

8. 実質、妊娠・出産の時期は選べない 年度途中でそのようなことになることが多く、保護者、子ども、職場

の先生方に申し訳ない気持ちのまま、常に無理をして働いていた みんなが負担を感じず、うしろめたさを

感じずに、妊娠しながら、働けるといいなと思います 

9. 時短勤務を検討したくても、持ち帰り仕事になるため意味がなく、フルタイムで働かざるを得ない 

10. 妊娠・出産・育児、それぞれ家庭や体調などは、一人ひとり異なるので、困ったときに助けてもらえる制度、

人員の確保が必須だと感じています。また、不妊治療にも気兼ねなく行ける制度の充実が大切だと感じてい

ます。 


